
① 既に妊孕性温存療法実施施設の認可を得ており、
温存後生殖補助医療施設となる場合の申請の流れ

1, 温存後生殖補助医療の申請から承認まで

④：日本産科婦人科学会に書類申請
◆本ウェブサイトで申請◆

⑤：都道府県自治体に書類申請
◆申請方法は各自治体にお問合せ下さい◆

⑦：日本産科婦人科学会に書類申請
④の承認書類を提出

◆本ウェブサイトで申請◆



② 妊孕性温存療法実施施設及び温存後生殖補助医療施設となる
場合の申請の流れ

1, 日本産科婦人科学会へ医学的適応の申請

2, 厚労科研研究班、日本がん・生殖医療学会への申請～仮承認まで

3, 自治体への申請後、日本産科婦人科学会より本承認まで

①日本産科婦人科学会へ、医学
的適応による未受精卵子、胚(受

精卵)、卵巣組織の凍結・保存に関
する登録施設の申請を実施

◆申請書類◆

医学的適応の未受精卵子、胚(受精卵)、
卵巣組織凍結の申請登録をしていない
施設は以下のURLから手続が必要にな
ります。
(https://www.jsog.or.jp/facility_program
/search_result_facility.php)
医学的適応の登録施設は次のフロー
チャートからお進みください。

②厚労科研研究班に書類申請
◆申請書類◆

③日本がん・生殖医療学会に書類申請
◆申請書類◆

④日本産科婦人科学会に書類申請
②と③の承認書類を提出

◆本ウェブサイトで申請◆

*必要書類として、第１号用紙、第２号用
紙(最低1名)、第3号用紙(全ての医師)、
第4号用紙の添付をよろしくお願いします。

⑤：都道府県自治体に書類申請
◆申請方法は各自治体にお問合せ

下さい◆
⑥：日本産科婦人科学会に書類申請

④の承認書類を提出
◆本ウェブサイトで申請◆

4, 温存後生殖補助医療の申請から承認まで

⑦：日本産科婦人科学会に書類申請
◆本ウェブサイトで申請◆

https://www.jsog.or.jp/facility_program/search_result_facility.php


③ 温存後生殖補助医療施設となる場合の申請の流れ

1, 日本産科婦人科学会へ医学的適応の申請

2, 厚労科研研究班、日本がん・生殖医療学会への申請～仮承認まで

3, 自治体への申請後、日本産科婦人科学会より本承認まで

医学的適応の未受精卵子、胚(受精卵)、卵
巣組織凍結の申請登録をしていない施設
は以下のURLから手続が必要になります。
(https://www.jsog.or.jp/facility_program/
search_result_facility.php)
医学的適応の登録施設は次のフロー
チャートからお進みください。

②厚労科研研究班に書類申請
◆申請書類◆

③日本がん・生殖医療学会に書類申請
◆申請書類◆

④日本産科婦人科学会に書類申請
②と③の承認書類を提出

◆本ウェブサイトで申請◆

*必要書類として、第１号用紙、第２号用
紙(最低1名)、第3号用紙(全ての医師)、
第4号用紙の添付をよろしくお願いします。

⑤：都道府県自治体に書類申請
◆申請方法は各自治体にお問合せ

下さい◆
⑦：日本産科婦人科学会に書類申請

④の承認書類を提出
◆本ウェブサイトで申請◆

①日本産科婦人科学会へ、医学
的適応による未受精卵子、胚(受

精卵)、卵巣組織の凍結・保存に関
する登録施設の申請を実施

◆申請書類◆

https://www.jsog.or.jp/facility_program/search_result_facility.php
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